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１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

 (2)　指定地球温暖化対策事業所の概要

事 業 の 概 要

敷 地 面 積

用
途
別
内
訳

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

分 類 番 号

産業分類名

業
種
等

2012

指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別

事業所
の種類

主たる用途

建 物 の 延 べ 面 積
（熱供給事業所にあっては熱供給先面積）

事 務 所

情 報 通 信

放 送 局

商 業

宿 泊

㎡

㎡

医 療

文 化

物 流

駐 車 場

基準年度

38,755.00

教 育

「調布市文化会館たづくり」は，地上１３階，地下２階から構成されるホール等の複合施設である。
「調布市グリーンホール」は，地上５階，地下１階の自主事業及び貸館としての施設である。
「調布市役所」は，地上８階，地下２階の行政施設である。
「調布市総合福祉センター」は，地上７階，地下２階の福祉事業を目的とした行政施設である。
「調布市立調布南自転車駐車場」は，地上２階，地下１階の自転車駐車場である。
「調布市立調布南オートバイ駐車場」は，地上１階のバイク駐車場である。

61,817.00

基準年度

前年度末 2,787.00

前年度末工場その他上記以外

前年度末 ㎡

指定地球温暖化対策事業者 東京都調布市役所

前年度末

㎡

基準年度

14,238.00

㎡

前年度末

前年度末

㎡

前年度末 ㎡ 基準年度 ㎡

地球温暖化対策計画書

事業の
業　種

氏名（法人にあっては名称）

地方公務

東京都調布市役所

㎡ 基準年度

調布市小島町２丁目３５番地１

S_公務...他に分類されるものを除く 地方公務

㎡

前年度末 ㎡

㎡

㎡㎡

前年度末

基準年度

㎡

S98

6,037.00

㎡

基準年度

前年度末 ㎡

㎡

基準年度

㎡ 基準年度

基準年度 ㎡

㎡ 基準年度 2,787.00 ㎡

㎡

63,354.00

15,775.00

6,037.00

38,755.00基準年度

文化

61,817.00

㎡

㎡

前年度末

前年度末



１　指定地球温暖化対策事業者の概要

 (1-2)　指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

地球温暖化対策計画書

氏名（法人にあっては名称）
指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別



 (3)　担当部署

 (4)　地球温暖化対策計画書の公表方法

 (5)　指定年度等

1 平成18年3月31日以前

年 月 日

２　地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

３　地球温暖化の対策の推進体制

　当事業所では、従来から環境配慮の取り組みを積極的に実施している。
　以下の二つの柱を重点実施項目として、低炭素社会の実現に向け、特定温室効果ガスの削減に取り組む。
１．事業所での省CO2への取り組み
２．執務者・来庁者に対する省CO2啓発活動の実施

公表方法

冊 子

そ の 他

平成18年4月1日
以降

０４２－４８１－７５５０

名 称

入手方法：

特定地球温暖化対策事業所 年度

公 表 の
担当部署

ホームページで公表

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電 話 番 号

kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

指定地球温暖化対策事業所 年度

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

連
絡
先

電 話 番 号

計 画 の
担当部署

調布市　環境部　環境政策課　環境保全係

０４２－４８１－７０８６

０４２－４８１－７５５０

調布市　環境部　環境政策課　環境保全係

kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jpアドレス：

閲覧場所：

調布市　環境部　環境政策課　環境保全係

０４２－４８１－７０８６

kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp

東京都小島町２丁目３５番地１

８：３０～１７：００（土日、祝日、年末年始は除く）閲覧可能時間

冊子名：

所在地：窓 口 で 閲 覧

名 称

2009

2009

事　業　所　の
使用開始年月日

連
絡
先

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号

統括管理者
環境政策課長

調布市環境調整協議会
地球温暖化対策推進部会

技術管理者

推進責任者
管財課長
（市庁舎）

推進責任者
福祉総務課長

（総合福祉センター）

推進員
管財課職員及び

保守管理会社職員

推進員
文化振興課職員，文
化・コミュニティ振興財
団職員及び保守管理

推進員
交通対策課職員及び

管理会社

推進員
福祉総務課職員及び

保守管理会社

推進責任者
交通対策課長

（自転車駐車場，

推進責任者
文化振興課長

（文化会館たづくり，



４　温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）
 (1)　現在の削減計画期間の削減目標

 (2)　次の削減計画期間以降の削減目標

５　温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

 (1)　温室効果ガス排出量の推移 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

(2)　建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況 単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

2010 2011 年度 年度

年度2011

23

2014

2015 2019年度から

年度から

　省CO2設備への更新、積極的な再生可能エネルギーの導入、執務者や来庁者
への省CO2啓蒙活動の実施により、第二計画期間の総量削減義務（17%見込
み）以上の削減を目指す。

2010 年度まで

排 出 上 限 量
(削減義務期間合計)

 当事業所から排出される特定温室効果ガス以外の温室効果ガスは、水道の使
用及び下水道への排水に伴う二酸化炭素の排出である。
　順次、節水型の水栓・便器を使用しており、節水対策を実施している。今
後は、執務者および来庁者に節水を呼びかけ、水道の使用量を現状で維持す
ることを目標とする。

3,537

年度年度2009

19,700

年度まで

8.0%

Ⅰ－１
ｔ（二酸化炭素
換算）/年

4,282

ｔ（二酸化炭素
換算）

特 定 温 室
効 果 ガ ス

ﾊ ﾟ ｰ ﾌ ﾙ ｵ ﾛ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾝ
（ PFC ）

削 減
目 標

　現在の削減計画期間と同様に引き続き節水を行うことで、その他ガスを現
状を維持することを目標とする。

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

年度

4,044 3,560

年度年度 年度

57.2

ﾊｲﾄﾞﾛﾌ ﾙｵ ﾛｶ ｰﾎ ﾞﾝ
（ HFC ）

合 計

年度 2010

62.2 65.0

2009

3,870

そ
の
他
ガ
ス

一 酸 化 二 窒 素
（ N2O ）

削 減
目 標

削 減
義 務
の

概 要

特 定 温 室
効 果 ガ ス

特 定 温 室 効 果
ガ ス 以 外 の
温 室 効 果 ガ ス

基 準 排 出 量

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2）

メ タ ン
（ CH4 ）

特定温室効果ガス
（エネルギー起源CO2）

計 画
期 間

六 ふ っ 化 い お う
（ SF6 ）

上 水 ・ 下 水

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年 度 排 出 量

26

計 画
期 間

28

削 減 義
務

率 の 区平 均 削
減

義 務 率

　省エネ対策を継続実施することで、基準排出量の17%以上削減を維持するこ
とを目標とする。

4,0163,844



６　総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

 (1)　基準排出量の算定方法

）

）

 (2)　基準排出量の変更

 (3)　削減義務率の区分

 (4)　削減義務期間

 (5)　優良特定地球温暖化対策事業所の認定

 (6)　年度ごとの状況 単位：ｔ（二酸化炭素換算）

 (7)　特定温室効果ガスの排出量の増減に影響を及ぼす要因の分析

年度

2014 年度

2014 年度2013 年度
削 減 義 務
期 間 合 計

基 準 排 出 量
(A)

削 減 義 務 率
(B)

特定温室効果
ガス排出量(E)

8.0% 8.0%

7,553

1,710

19,700
排 出 上 限 量
（C＝ΣA-D）

削 減 義 務 量
(D＝Σ (A× B))

過去の実績排出量の
平 均 値

排 出 標 準 原 単 位 を
用 い る 方 法

そ の 他

特 に 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

年度から

極 め て 優 れ た
事 業 所 へ の 認 定

変更年度

2010

8.0%

4,282 4,282 4,282

年度 2012

変更理由

変更理由

Ⅰ－１

2013 年度年度2010 2011 年度

21,410

2014

2012 年度

2010 2011

年度まで

4,282

　H17年度に実施したESCO事業による空調、照明等の省CO2機器への改修と適切な運用改善、また執務者や来庁者
への省CO2意識啓発の継続実施により、特定温室効果ガスの排出量が大幅に減少した。

1,011266

4,282
決
定
及
び
予
定
の
量

745
排 出 削 減 量
（F＝A - E）

実
績

年度

年度

4,016

算定方法：（

変更年度 変更理由

年度

削減義務率の区分

年度

変更年度

2003年度、2004年度、2005年度

3,537

8.0% 8.0%

基準年度：（



７　温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

区 分
番 号

区 分 名 称

1 160200 16_建物の省エネルギー 市庁舎への複層ガラスの導入 2011年度
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

2 150200 15_照明設備の運用管理
LED照明の導入（各６施設において既設蛍光
灯をLEDへ更新）

2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

3 150200 15_照明設備の運用管理
LED誘導灯の導入（各６施設において既設誘
導等をLEDへ更新）

2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

4 120200 12_冷凍機の効率管理 文化会館たづくりの氷蓄熱システムの更新 2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

5 120500 12_熱搬送設備の運転管理 冷温水変流量制御の導入 2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

6 130200 13_空気調和設備の効率管理
総合福祉センターでの空調機変風量制御の
導入

2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

7 120200 12_冷凍機の効率管理 グリーンホールの熱源システム高効率化 2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

8 130200 13_空気調和設備の効率管理
グリーンホールでの空調機変風量制御の導
入

2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

9 170300 17_新エネルギー 文化会館たづくりへの太陽光発電の導入 2013年度以降
改修計画や財政との調整，第一計画期間での削減量を鑑み，計画変
更及び事業実施検討をする。

10

11

12

13

14

15

備 考
対策
Ｎｏ

対策の区分
対 策 の 名 称 実 施 時 期



８　事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

　当事業所では、従来から環境配慮の取り組みを積極的に実施している。
　具体的には、以下の二つの柱を重点実施項目として、低炭素社会の実現に向け、特定温室効果ガスの削減に取り
組んできた。

１．事業所での省CO2への取り組み
　H17年度に調布市庁舎と調布市文化会館たづくりに対し、省CO2と省コストを両立させる手法であるESCO事業を実
施した（H18年4月よりサービス開始）。運用開始後もデータを詳細に検証することにより、運用の最適化を実現す
ることで、特定温室効果ガスを大幅に削減した。また、H22年度に当事業所に対し省エネルギー診断を実施し、第
二計画期間の削減義務を上回るCO2削減を実現する計画を立案した。

＜ESCO事業概要＞
○調布市庁舎…リニューアル型ESCO
　・高効率熱源機への改修（氷蓄熱）
　・高効率給湯機（エコキュート）への改修
　・インバータ技術の導入（空調機・ポンプ）
　・CO2濃度による外気取り入れ量制御
　・高効率照明安定器の導入
○調布市文化会館たづくり…チューニング型ESCO
　・空調機温度制御の最適化
　・暖房用熱源の高効率化
　・インバータ技術の導入(ポンプ）
　・CO2濃度による外気取り入れ量制御
　・CO濃度による駐車場換気制御
　・高効率照明安定器の導入

２．執務者・来庁者に対する省CO2啓発活動の実施
　執務者・来庁者に対する省CO2意識向上を目指し、啓発用のポスターなどの提示により意識改革に向けた取り組
みを積極的に推し進めている。また本庁舎では、ISO14001環境マネジメントシステムに準拠した運用を実施してい
る。



　

 

自らの貨物等の搬入のため他者の自動車を利用しているとき。

施設利用者等の貨物等の搬入等のため指定地球温暖化対策事業者以外の者の自動車を利用し
ているとき。

実
施
中

今
後
実
施

該
当
し
な
い

実
施
し
な
い

検
討
中

○

○

○

物流効率化の推進に
よる交通量の抑制

○

○

９　自動車に係る地球温暖化の対策

 　ア　基本方針

基本方針
・貨物等を搬入する際には，低公害・低燃費車を使用して搬入すること，またアイドリング・ストッ
プ及びエコドライブを行うよう，売買契約書等に記載することを，市として実施していく仕組みを作
る。

対策内容 自動車環境管理計画書対象事業者

 (2)　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

 (1)　自動車を自ら使用する場合の地球温暖化の対策

 　イ　他者の自動車を利用する場合の地球温暖化の対策

○

調布市環境管理マニュアルの運用管理手引の中で，過剰包装を行っている
商品を発注・購入しないなど，貨物車の積載率を向上させるよう規定。

取組状況

低公害・低燃費車等
の利用割合の向上

低公害・低燃費車の利用割合の向上

環境負荷の大きな自動車の利用抑制

調布市環境管理マニュアルの運用管理手引の中で，物品等搬入の際には東
京都特定公害・低燃費車の使用に努めることを，委託契約の仕様書に記載
することを規定。

調布市環境管理マニュアルの運用管理手引の中で，物品等搬入の際には東
京都特定公害・低燃費車の使用に努めることを，委託契約の仕様書に記載
することを規定。

調布市環境管理マニュアルの運用管理手引の中で，物品等搬入の際にはエ
コドライブを実施した輸配送を行うよう働きかけることを規定。

事業所に搬入される貨物等１トンキロ当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量 ｋｇ／ｔ・ｋｍ

エコドライブの推進

体制の整備

貨物輸送以外の自動
車交通量対策


